
障害者雇用率制度について

障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、

常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課

すことにより、それを保障するものである。

■ 民間企業における雇用率設定基準

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
障害者雇用率 ＝

常用労働者数 + 失業者数

※ 短時間労働者は、原則、１人を０．５人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。

■ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

（参考） 令和５年４月１日以降の障害者雇用率 （実際の引き上げは次ページのとおり、段階的に実施）

＜国及び地方公共団体＞

国、地方公共団体 ＝ ３．０％

都道府県等の教育委員会 ＝ ２．９％

＜民間企業＞

民間企業 ＝ ２．７％

特殊法人等 ＝ ３．０％



令和５年度からの法定雇用率の設定について雇用率の
設定等について

１．新たな雇用率の設定について

 令和５年度からの障害者雇用率：2.7％（現行2.3％）
ただし、計画的な雇い入れができるよう、令和６年４月から2.5%、令和８年７月から2.7%と段階的に引き上げ。

 国及び地方公共団体等：3.0％（教育委員会は2.9％）。段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様。
※ 現行：2.6％（教育委員会は2.5％）

２．除外率の引下げ時期について

 除外率を10ポイント引き下げる時期：令和７年４月

○ 障害者雇用促進法（43条２項）に基づき、労働者（失業者を含む）に対する対象障害者である労働者（失業者を含む）の割合を
基準とし、少なくとも５年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされている。

○ 現行の雇用率は、平成30年４月からの雇用率として設定されており、令和５年度からの雇用率を設定することとなる。
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障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）抄
第43条 略
２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。

第五十四条第三項において同じ。）の総数に対する対象障害者である労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に
就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合を基準として設定するものとし、少なく
とも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

※ 改正障害者雇用促進法により、令和６年度から、職場定着等の取組に対する助成措置が強化されるほか、特に短い時間（週所定
労働時間10時間以上20時間未満）で働く労働者の実雇用率における算定が可能となる。
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重度障害者、短時間労働者のカウントについて

〇実雇用率算定上、重度障害者については１人を２人としてカウントする。

○短時間労働者については、１人を０．５人としてカウントする。

○ただし、精神障害者である短時間労働者については特例として１人を１カウントとする。

○また令和６年度より、週の所定労働時間が１０時間以上２０時間未満の重度身体障害者、

重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者についても１人を０．５人とカウントする。

※ 精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、当分の間、１人をもって１人とみなす。
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週所定
労働時間

30Ｈ以上 20Ｈ以上30Ｈ未満 10Ｈ以上20Ｈ未満

身体障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

知的障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

精神障害者 １ ０．５（※） ０．５

赤枠内は
令和６年４月から


